
「文化の時代」に対処する我が国文化振興の当面の重点方策について 

平成 3 年 7 月 3 119 

文化政策推進会議 

1 文化振興の繁要性 

今日，我が国はかつてない平和と繁栄を享受しているが , その一方で我々を取

リ巻く 自然や生活環境に様々の歪みを生じ，また, 国際的にも相互依存がさらに

深まる中で，経済をはじめ社会の各方置に各種の摩擦が次第に深刻化しつつある。 

2 1世紀に向けて，我が国がこのような多くの困難を克服しつつ国際社会にお

いて引き統き発展を遂げていくためには， これまでのように実利や効率性だけで

なく,創造性や美的な感性さらにはやさしさといったことにも大きな価値を見出

す社会へと変革を急がなければならない。 

特に，我が国がその優れた伝統文化を踏まえつつ,創造性あふれる新しい芸術

文化を積極的に発信し, 文化における個性豊かな国家として国際社会に確固たる

地位を固めていく ことが , 2 1世紀を通して我が国の発展を図っていく上で不可

欠かつ緊急の課題と思われる。 

時あたかも幅広い国民の間で, 心の豊かさを求め, 芸術や文化に対する関心と

期待がかつてない高まリを見せ， また芸術文化関係者のみならず企業等における

文化振興の意欲もこれまでになく盛り上がっている。 

このような状況に的確に対応しつつ，優れた芸術文化の創造とその豊かな発展

を図ること， そしてその成果を積極的に海外に発信しつつ， 文化を通した国際貢

献を図ることは,我が国社会の新たな発展のための基盤を培う上からも極めて重

要であリ, しかもこのことは早急に進められなければならない。 

また， 国民に豊かさをもたらした経済的発農とこれを支えてきた技術革新や国

土開発は， ー方において我が国古来の伝統文化の継承を危うく し， 貴重な文化財

の保存環境を急速に悪化させている。 これらの伝統文化や文化財は，我が国の歴

史や文化の正しい理解を促し, ナショナル‘アイデンティティを確立する上で不

可欠のものである。同時に， これらは優れた芸術文化の創造と発展を促す上から

も極めて有効であり, これらの保存と活用にこの際, 格段の努カが重ねられなけ

ればならない。 
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2 文化振興のための当面取 リ組むべき重点施策 

我が国の文化をめぐる以 上のような内外の諸状況に対応するためには, まずは， 

官民あげて文化への投資を 増大させる必要がある。特に国は，欧米先進諸国に比

べて大きく立ち遅れている 文化予算を大幅に拡充し，地方公共団体への指導・助

言・支援を充実するととも に1 民間が行う文化支援活動を促進するなど， 地方公

共団体，民間との役割分担 を明確にしつつ,文化振興の施策を積極果断に推進す

べきである。 

文化振興のための総合的 な施策の在リ方については，現在本推進会議において

検討中であるが, 当面,特 に次の事柄について緊急に対応がなされることを要望 

する。 

(1)優れた芸術団体‘活動の助成 

優れた芸術団体等による創作活動の展 開は，我が国の芸術全体の発展を促

す上で直接的な牽馴力となるものである にもかかわらず, これらの活動の財

政基盤は全体として極めて脆弱な状態に 置かれている。 

この際, 優れた創作活動を展開してい る中核的な芸術団体等の行う基幹的

公演や海外フュスティバルへの参加公演 等我が国芸術の水準向上に不可欠な

活動に対する助成の充実に特に配慮すべ きである。 

(2）文化振興のための 人材養成‘確保 

我が国の芸術水準 の維持向上と新たな飛躍を図るた めには, 芸術各分野 tこ

おいて国際的な評価 の下で質の高い創造的な活動展開 の可能性をもつ若手芸

術家の育成が不可欠 である。また, これらの芸術家と ―体となって芸術創造

活動を支えている文 化施設や芸術団体のマネージメン ト担当者あるいは企業

の文化活動担当者に 知織と経験の豊かな入材を得るこ とが緊急の課題となっ 

ている。 

従って, 芸術家在 外研修やインターンシップなどの 芸術フェローシップ制

度の拡充,芸術団体 の行う芸術家義成事業への助成の 拡大に一層努めるとと

もに, いわゆるアー トマネージメント要員の養成事業 に国と しても早急に取

組むべきである。 

(3)地域文化の振興 

今日, 各地域における特色ある文化を 生かしたまちづ く リを推進すること

が , 地域の振興と活性化を図っていく上 からも強く求め られている。地域 tこ

おける文化振興を進める取組みには様々 の工夫がみられ るが， 特に近年各地

に整備されつつある優れた機能, 特性を 有する文化ホー ルを活用し, 地域の

文化団体の育成と活動の定着化を図るこ とは極めて有効 であると思われる。 

従って1 この種の地域文化事業を全国 いくつかの地域 でモデル的に実施す

るとともに， 各地域の実情， ニーズに即 したコンサー ト ホール等のジャンノレ 

別専用ホールの一層の整備に配慮すべき である。 
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(4）文化財の保存修理事業等の拡充 

美術工芸品，建造物を問わず, 我が国の文化財は， いずれも世界に誇り う

る入類共通の財産であるが, もともと材質が脆弱なことに加え経年変化や最

近の厳しい財政事情等によリ, 今や極めて危機的状況に立ち至っておリ, こ

れらの修理，防災事業のー層の充実に配慮する必要がある。 

また，埋蔵文化財や未指定の建造物等は, 最近における国土や都市の大規 

模再開発などによリ急速に失われようとしている。 このため,埋蔵文化財に

ついて発掘調査経費の個人負担の軽減措置を含め発掘調査の円滑な実施のた

めの施策を講ずるとともに, 出土した貴重な文化財の管理公開施設の設置促

進等の施策の充実を図る必要がある。 

さらにこれまで何らの保存措置が講じられていない主として明治期以降の

我が国の近代化の軌跡を示す各種の遺産について, 保護すべき近代化遺産と

しての範囲, 講ずべき手段等の検討を進め，保存のための対策の基礎固めを

早急に推進することが望まれる。 

(5)文化財のある豊かな生活の推進 

優れた文化財との出会いと愛着 

‘し豊かな生活の原点となるもので

念物等の土地に関連する文化財は

壊や絶滅の危機に瀕している。 

このため， 各自治体と協力しつ

のー層の推進に努める必要がある

リに資するため， これらの史跡等

の復元を含む各種の環境整備事業 

さらに，史跡指定地内等での歴

材の在リ方について, この際, 研 

は, 日本人として心のよりどころであリI 

あるが，近年における史跡, 名勝, 天然記

大規模な国土開発の進展に伴い, 急撤な破 

つ， 貴重な史跡等の用地を公有化する事業 

また, 地域における豊かな生活環境づく

を活用し, 歴史の彼方に没した当時の遺構

を積極的に進めることが緊要である。 

史的建造物の復元を進めるための工法と素

究を進めることも必要である。 

(6)文化の国際交流・協力の増進 

2 1世紀を目前に控え1 我が国は, 文化の顔をもつ国と して個性豊かな文

化の創造と諸外国への発信に努め, 国際社会に対し, 文化を通じた積極的な

貫献を進めていく ことが急がれている。 

このため, 我が国の優れた舞台芸術の海外派遣や二国間の協定・協力によ

る国際交流事業をさらに拡充するとともに, 世界共有の財産である文化遺産

の保護における国際協力を一層推進することが必要である。 

また, 国立の博物館や美術館についても，相互交流推進の観点からハー ド， 

ソフ トの両面にわたり， その一層の整備充実に努める必要がある。 

こ 
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(7）税制改正 

芸術文化の振興に当たっては企業等民間による芸術文化活動への積極的支

援を助長することが極めて有益であリ, その際，税制の持つ意義は極めて大

きい。 

これまで税制上各般の優遇措置が講じられているが, この際さらに, 企業

等民間が文化関係法入に対して行う寄付金について指定寄付金の対象とする

などの優遇措置を整備するとともに，特定公益増進法人として認定される文

化関係法人の範囲の拡大等の制度の弾力的運用について配慮がなされること

が肝要である。 
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